
航 空 地 上

消防庁長官 栃木県知事 足利市長 応援要請 消防庁長官 栃木県知事 足利市長 応援要請

2月21日
16:07 栃木県に応援要請

2月22日
7:11

10:35

茨城県、埼玉県に協定
に基づく相互応援要請

自衛隊に災害派遣要請 県に自衛隊の災害派
遣要請の要求

2月23日 20:20
両毛圏５市に協定に
基づく相互応援の要
請

2月24日
9:00

17:00

山梨県、横浜市、群
馬県に広域航空消
防応援の要請

宮城県、茨城県、埼
玉県に広域航空消
防応援の要請

長官に広域航空消防
応援の要請

長官に広域航空消防
応援の要請

県に山梨県、横浜市、
群馬県（航空指揮支
援隊）の広域航空消
防応援の要請

県に宮城県、茨城県、
埼玉県の広域航空消
防応援の要請

15：25
県内１１隊に広域消防
応援の要請

県に広域消防応援
の要請

2月25日
10:25

11:00

12:00

13:45

16:30

福島県に広域航空
消防応援の要請

宮城県、茨城県、埼
玉県、福島県（航空
指揮支援隊）に緊急
消防援助隊の出動
の求め

東京都、横浜市、富
山県に緊急消防援
助隊の出動の求め

長官に広域航空消防
応援の要請

長官に緊急消防援助隊
の要請

県に福島県（航空指揮
支援隊）の広域航空
消防応援の要請

13:45
東京消防庁（統括指
揮支援隊）に緊急消防
援助隊の出動の求め

長官に緊急消防援助
隊の要請

足利林野火災鎮圧までの応援要請に係る時系列推移

山梨県は桐生市林野火災対応のため広域航空消防応援を中断

群馬県（航空指揮支援隊）は桐生市林野火災対応のため広域航空消防応援を中断

県内応援

県外応援
（相互応援協定）

＋
自衛隊

広域航空
消防応援

緊急消防
援助隊

県内
広域消防応援

県内応援
県外応援

（相互応援協定）

緊急消防
援助隊

資料３



○消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）（抄）
第４７条 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、

当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するものとする。
２ （略）
第４８条 都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、

支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。

本 部 長（足利市長）

航空部隊地上部隊

指 揮 調 整

足利市災害対策本部

足
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足利林野火災における系統図



通常の火災・事故・災害の場合

消防庁長官の求め又は指示

緊急消防援助隊の出動
局地的な災害：
近隣県から出動

南海トラフ地震等：全国から出動

被災県知事からの応援要請

○市町村消防責任の原則
（消防組織法第6条）

○隣接市町村による相互応援
（消防組織法第39条）

○都道府県レベルの対応

○国レベルの対応＝緊急消防援助隊

○消防庁長官の出動指示、求めによる緊急
消防援助隊の全国規模の応援

（消防組織法第44条）

Ｃ市

A
市

Ｂ市 Ｄ市

大規模な火災・事故・災害の場合

より大規模な火災・事故・災害の場合

＜指揮体制（消防組織法第47条）＞
消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動し
た場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動す
るものとする。

○都道府県内の相互応援協定
による応援
（消防組織法第39条）

○都道府県知事による市町村
長、消防長に対する災害防
御措置に関する指示
（消防組織法第43条）

消防の広域応援の枠組み



災害の発生した市町村の属する

都道府県知事

緊 急 消 防 援 助 隊 の 出 動

消 防 庁 長 官

被災市町村の消防の応援等の要請
（第４４条第１・４・５項）

大規模・特殊災害時の出動の指示
（第４４条第５項）（※）

大規模・特殊災害時の出動の指示（第
４４条第５項）（※）

緊急の場合の市町村長への応援
出動等の措置の求め（第４４条
第４項）（※）

市 町 村 長

他の都道府県知事

消
防
庁
長
官
の
求
め
に
応
じ
た

応
援
出
動
等
の
措
置
の
求
め

（
第

条
第
３
項
）

都道府県知事の要請を受けた又は緊急の場合の応援要請
を待たない消防庁長官による消防の応援等の措置の求め
（第４４条第１・２項）

消
防
庁
長
官
の
指
示
に
基
づ
く

出
動
の
措
置
の
指
示

（
第

条
第
６
項
）

4444

（ ）の条項は全て消防組織法

（※）都道府県知事の要請を受けた場合（第44条第1項）と、緊急の場合で都道府県知事の要請を待ついとまがない場合（第44条第2項）がある。

緊急消防援助隊の出場スキーム
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横浜市

名古屋
市

静岡市

浜松市

京都市

大阪市

千葉市

福岡市

防災消防ヘリコプ
ター相互応援協定

消防・防災ヘリコプ
ターの運航不能期間
等における相互応援
協定

中国五県消防防災ヘ
リコプター相互応援
協定

消防防災ヘリコプターの運航不能
期間等における北海道・東北８道
県相互応援協定

航空消防防災相互
応援協定

東京消防庁・横浜
市・川崎市・千葉市
航空機消防相互応
援協定

四県一市航空消防
相互応援協定

紀伊半島三県災害
等相互応援に関する
協定

消防防災ヘリコプ
ターの運航不能期間
等における相互応援
協定

五都市消防相互応
援協定

北九州
市

広島市

岡山市 神戸市

東京消防庁・
川崎市

福岡県広域航空消
防応援実施要項（北
九州市と福岡市にお
ける航空消防応援の
実施に関する申し合
わせ）

鳥取

香川

徳島

【航空消防防災相互応援協定】
栃木県 茨城県 埼玉県 群馬県 福島県

相互応援協定等

令和２年４月１日現在

相互応援協定等
（消防防災ヘリコプターの運航に関する基準【消防庁告示第４号】）
第六章 第二十二条
運航団体は、近隣の他の地方公共団体との間で、相互応援協定を締結
するよう努めるものとする。

※ 個別に締結された航空消防相互応援協定



大規模・特殊災害や林野火災等において、ヘリコプターの効率的な運用を実施するため、昭和61年に消防組織法
第44条に基づく「大規模災害時における広域航空消防応援実施要綱」を策定し、運用を開始

林野火災 風水害 地震災害
その他
災害

H28 5 3 1 1
H29 6 4 1 1
H30 13 12 1
R1 9 9
R2 4 4
計 37 32 2 1 2

年
出動
件数

出動種別

概 要

○地震、台風、山林火災、集団救助救急事
故等の大規模特殊災害であること

○災害発生市町村の都道府県知事が必要と
認め、要請すること

○消防庁長官が必要と認めること

要 件

過去５年の出動実績

大規模林野火災

要請側消防長

要請側
都道府県知事

消防庁長官

応援側
都道府県知事応援側消防

長

①
応
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要
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す
る
旨
の
連
絡

⑤
応
援
決
定
す
る
旨
の
連
絡

⑥
応
援
決
定
通
知

④応援要請連絡

⑤応援決定通知

⑦
応
援
決
定
通
知

⑧応援決定通知

①応援要請

②
応
援
要
請

③
応
援
要
請

広域航空
消防応援
スキーム

広域航空消防応援スキーム
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				年 ネン		出動
件数 シュツドウ ケンスウ		出動種別 シュツドウ シュベツ

								林野火災 リンヤ カサイ		風水害 フウスイガイ		地震災害 ジシン サイガイ		その他
災害 タ サイガイ

				H28		5		3		1		1

				H29		6		4		1				1

				H30		13		12						1

				R1		9		9

				R2		4		4

				計 ケイ		37		32		2		1		2
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